
受験資格 昭和63年４月２日から平成６年４月１日

生まれの方

申込受付期間

・インターネット　７月19日（火）～７月26日（火）

http://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html

・郵送又は持参　　７月19日（火）～８月２日（火）

第１次試験 ９月25日（日）（教養試験、作文試験）

採用予定人数 全国で約30名（変動する場合もあり）

受験申込用紙請求先・問い合わせ先

法務省　札幌入国管理局　

〒060－0042 札幌市中央区大通西12丁目　

札幌第３合同庁舎　†011－261－7502

※申し込み先ではありません。

※ごみは「ごみ回収コーナー」へご持参願います。各お店の前にごみ箱等は設置しません。

●活汲小中学校リコーダー演奏　18：10～18：30

●津別中学校吹奏楽部演奏　　　18：40～19：00

●つべつ千人おどり　　　 19：30～20：00

●よさこい競演　　　　 20：10～21：00

●花火大会　　　　　　 21：10～21：30

●つべつ観光物産まつり 9：30～15：00

●３町観光協会物産交流会 9：30～15：00

●小枝で笛づくり体験 9：30～15：00

●火災予防相談所　　　 9：30～12：00

●ちびっ子ゲーム大会 9：30～15：00

●道産子馬体験試乗会 10：00～随時

●バンド演奏　　 10：10～10：40

●ビーフまつり　 10：30～14：00

●山鳴太鼓保存会演奏 10：50～11：20

●つべつ川のぼり大会 11：00～12：00

●ＨＢＣラジオ公開録音12：00～13：30

●管内カラオケ選手権 13：40～15：20

●北網地域特産品抽選会13：40～14：10

７月７月22日日((土土))前夜祭前夜祭

７月７月33日日((日日))本祭本祭

津別観光協会
つべつ夏まつり実行委員会

主
催

試験日 平成23年９月18日(日)

公示日 平成23年７月11日(月)

試験申込書等の設置場所（設置は公示日以降）

・管内町村役場並びに総合支所（東藻琴、生田原、

丸瀬布、白滝、湧別、網走市並びに紋別市）

・北見市大卒者情報センター

並びに北見市総合支所（常

呂、端野、留辺蘂）

・北海道町村会

・札幌学生職業センター

・オホーツク町村会

問い合わせ先

オホーツク町村会　†0152-44-6472

（網走市北７条西３丁目オホーツク合同庁舎内）

※北海道町村会ホームページにも記載されています。

詳しくは、役場総務課までお問い合わせください。

障害年金の所得状況届は７月末までに

障害基礎年金の所得状況届が日本年金機構より送付されます。

所得状況届は、引き続き障害年金を受ける権利があるかどうかを

確認するもので、毎年７月末までに役場に提出していただきます。

（提出されない時は、年金の支給を一時停止する場合があります）

また、障害の程度を確かめる必要のある方については、診断書の

用紙が同封されます。７月中に病院で受診し、医師の記入を受けて

から、役場に提出してください。

役場の提出先 戸籍・年金窓口

問い合わせ先 役場戸籍・年金担当　†76-2151（内線222)

北見年金事務所　†0157-33-6008

１等・前後賞合わせて

賞 金 ３ 億 円 ！
2000万サマーと同時発売！

サマージャンボ宝くじ！

発売期間 7月11日（月）～7月29日（金）

抽 選 日 8月９日（火）

※この宝くじの収益金は、市町村の明るく住みよいまちづくり

に使われます。 (財）全国市町村振興協会

◎海上保安学校（京都府舞鶴市）

受験資格 昭和63年４月２日以降に生まれた方で、

高等学校卒業程度

申込受付期間 ７月19日（火）～８月２日（火）

第１次試験・場所 ９月25日（日）

（札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市）

◎海上保安大学校（広島県呉市）

受験資格　平成３年４月２日以降に生まれた方で、

高等学校卒業程度

申込受付期間　８月25日（木）～９月６日（火）

第１次試験・場所 10月29日（土）・30日（日）

（札幌市、函館市、小樽市、旭川市、釧路市）

問い合わせ先　

網走海上保安署　†0152－44－9118

海上保安庁では、次のとおり海上保安学校学

生採用試験を実施します。

年金をお得に増やせます

▼付加年金の保険料は400円

定額保険料に付加保険料をプラスして

納付すると将来受け取る老齢基礎年金に

付加年金が上乗せされます。

納めた付加保険料は、将来、付加年金

として２年間受け取るだけで取り戻せる

ので、３年目以降は「もらい得」になる

大変お得な制度です。

▼いくら上乗せされるかというと…

付加年金の受領額（年額）

200円×付加保険料納付月数です。

例：付加保険料を10年間納付した場合

○付加保険料　

400円×10年（120月）＝48,000円

○付加年金額（年額）

200円×10年（120月）＝24,000円

したがって、付加年金を２年間受領す

ると納付した付加保険料総額と同額にな

ります。

▼付加年金に加入できる人

国民年金の第１号被保険者と65歳未満

の任意加入被保険者です。（国民年金基

金に加入中の方は加入できません）

年金ミニ知識
問い合わせ　戸籍・年金担当

† 76－2151 内線 222

７月15日（金）～７月24日（日）

夏の交通安全運動夏の交通安全運動

○子どもと高齢者の交通事故防止

○二輪車・自転車乗用中の交通事故防止

○居眠り運転による交通事故

○全ての座席のシートベルト・チャイルド

シートの正しい着用

○交差点の交通事故防止

平成22年度交通安全標語

最優秀賞（津別小学校 ６年 後藤隼人くん）
「よく見よう　車　信号　右左」
最優秀賞（津別中学校 ３年 柳瀬由花子さん）
「『気を付けよう』 それが大事な　合言葉」

今年も豪華なゲストが
勢揃い！

キム・ヨンジャ　　 キングオブコメディ

厚生労働省では、７月31日現在で、乗用労働者を１～４人雇

用している事業所を対象に、毎月勤労統計特別調査を実施します。

調査の対象となる事業所には、８月から９月にかけ、統計調査

員が訪問しますので、ご協力をお願いします。

毎月勤労統計調査特別調査について

問い合わせ先 北海道総合政策部　†011－204－5164


